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1111    計画計画計画計画の背景と目的の背景と目的の背景と目的の背景と目的    

 

建築物の耐震化については、中央防災会議で決定された地震防災戦略（平成 17年 3月） 

や建築物の耐震化緊急対策方針（平成 17年 9月）において、10 年後に死者数及び経済被害

額を被害想定から半減させるという目標の達成のための最も重要な課題とされ、最優先に

取り組む必要のある施策として位置づけられている。 

こうした国の方針に基づき、北海道は平成 18年度から 27 年度までの 10 年間を計画期間

とした「北海道耐震改修促進計画」を平成 18 年 12 月に策定し、その中ですべての市町村

における耐震改修促進計画の策定に努めることを方針として定めている。 

本計画は、これらの国及び北海道の方針を踏まえ、耐震改修促進法や建築基準法に基づ

き、町内の住宅および建築物の耐震化を促進することにより地域の防災性を高め、震災か

ら町民の生命および財産を守ることを目的として実施するものである。 

 

 

2222    計画の期間計画の期間計画の期間計画の期間    

 

本計画の計画期間は、平成 22年度から 27 年度までの 6年間とする。 

なお、今後の社会経済状況の変化や上位・関連計画の改訂等に応じて適宜計画内容を見

直すものとする。

序序序序....    はじめにはじめにはじめにはじめに    
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1111----1111    民間民間民間民間住宅の耐震化の現状住宅の耐震化の現状住宅の耐震化の現状住宅の耐震化の現状    

本計画においては、耐震化の状況を把握する方法として、昭和 56 年の建築基準法の改正

において施行された新耐震基準

＊1

の適合により判断する。 

具体的には、新耐震基準適用後の昭和 57 年以降に建築されたものは、全て「耐震性を有

する」こととし、新耐震基準適用前の昭和 56 年以前に建築されたものは、北海道の調査実

績から判断する。 

雨竜町税務データ（平成 21 年 11 月現在）によれば、雨竜町の民間住宅棟数は 866 棟で、

このうち、昭和 57 年以降に建築された住宅が 241 棟（27.8%）、昭和 56 年以前に建築され

た住宅が 625 棟（72.2%）となっている。 

昭和 56 年以前に建築された住宅について、耐震性を有する住宅の割合を北海道の調査実

績

＊2

を用いて想定すると、耐震性を有する民間住宅は 236 棟となり、昭和 57 年以降の 241

棟とあわせると、雨竜町における耐震性を有する民間住宅は 477 棟、耐震化率は 55.1％と

推定される。 

 

           表 1-1 民間住宅の耐震化の現状（想定）      （単位：棟） 

 

 

 

 

 

 

 

＊1：中地震（震度 5強程度）では構造体が損傷せず、大地震（震度 6強程度）では崩壊から

人命を保護することを目標とした現行の耐震基準。 

＊2：昭和 56 年以前の住宅の耐震性を有する住宅の数は、北海道の調査実績より、非木造（共

同住宅）に関しては 88.9％、木造（戸建）に関しては 37.5％が耐震性を有するものとし

て推定する。 

 

 

 

 

 

    

    

施設

耐震性有

割合

耐震診断

実施数

耐震性有

確認数

戸建住宅 37.5% 40 15

学校 14.4% 668 96

病院・診療所 28.6% 28 8

社会福祉施設 25.0% 12 3

ホテル・旅館等 0% 3 0

店舗・百貨店 0% 6 0

賃貸共同住宅 88.9% 1,391 1,237

その他 18.1% 149 27

（資料：市町村耐震改修 

促進計画策定の手引き） 

１１１１....    住宅および建築物の耐震化の現状と被害の想定住宅および建築物の耐震化の現状と被害の想定住宅および建築物の耐震化の現状と被害の想定住宅および建築物の耐震化の現状と被害の想定    

耐震性有

割合

耐震性有

棟数

戸建住宅 623 236 859 37.5% 234 389 470

共同住宅 1 3 4 88.9% 1 0 4

寄宿舎等 1 2 3 88.9% 1 0 3

総計 625 241 866 - 236 389 477

構成比 72.2% 27.8% 100.0% - - 44.9% 55.1%

～S56

耐震性が

不十分

耐震性を

有する

住宅 ～S56 S57～ 総計
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1111----2222    建築物建築物建築物建築物の耐震化の現状の耐震化の現状の耐震化の現状の耐震化の現状    

 

(1)(1)(1)(1)特定建築物の現状特定建築物の現状特定建築物の現状特定建築物の現状        

耐震改修促進法に規定する特定建築物としては、次のようなものがある。 

表 1-2 特定建築物の概要 

区分 内容 

１号 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多

数の者が利用する建築物で、政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの 

２号 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって、政令で定める数量以上のものの貯蔵又は

処理場の用途に供する建築物 

３号 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避

難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が都道府県耐

震改修促進計画に記載された道路に接するもの 

 

①１号特定建築物①１号特定建築物①１号特定建築物①１号特定建築物    

 雨竜町において、表 1-2 に示す１号特定建築物は 4 施設で、このうち、2施設が避難所と

なっている。 

また、4 施設中 3 施設が昭和 56 年の新耐震基準施行以前の建物であり、これらについて

は耐震診断により、耐震性の有無を早期に把握することが必要な状況にある。 

 

表 1-3 １号特定建築物の耐震化の現状 

 

 

 

 

  

②２号特定建築物②２号特定建築物②２号特定建築物②２号特定建築物    

 雨竜町において、２号特定建築物に該当する建物はない。 

 

③③③③３３３３号特定建築物号特定建築物号特定建築物号特定建築物    

 雨竜町において、３号特定建築物に該当する建物はない。 

    

(2(2(2(2))))    避難所避難所避難所避難所の現状の現状の現状の現状    

雨竜町において地域防災計画で位置づけられ、地震防災上重要な役割を担っている避難

所は、表 1-4 に示す 14棟である。 

このうち、新耐震基準施行以前のものが全体の 6 割強にあたる 9 棟あり、これらについ

ても耐震診断を実施し、耐震性の有無を把握することが必要な状況にある。 

  

NoNoNoNo

特定公共特定公共特定公共特定公共

建築物建築物建築物建築物

避難所避難所避難所避難所 建築物名称建築物名称建築物名称建築物名称 所在地所在地所在地所在地 建物構造建物構造建物構造建物構造

延床面積延床面積延床面積延床面積

（㎡）（㎡）（㎡）（㎡）

竣工年竣工年竣工年竣工年

耐震化耐震化耐震化耐震化

(S57～)(S57～)(S57～)(S57～)

1 ○ ○ 雨竜小学校 雨竜町第7町内 RC 3,316.57 S44

2 ○ ○ 雨竜中学校 雨竜町第10町内 RC 3,052.75 S55

3 ○ 雨竜高等養護学校 雨竜町第8町内 RC S57以降 ○

4 ○ 農村環境改善センター 雨竜町第8町内 RC 1,508 56
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表 1-4 避難所の耐震化の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3(3(3(3))))    公共建築物公共建築物公共建築物公共建築物の現状の現状の現状の現状    

 雨竜町の公共建築物は、特定建築物、避難所も含め全部で 175 棟あり、このうち新耐震

基準施行以前の建築物が 34 棟、19.4％を占めている。 

これらについて、耐震性を有する建築物の割合を北海道の調査実績を用いて想定すると、

耐震性を有する建築物は 154 棟、耐震化率は 88.0％と推定される。 

用途別では、住宅の耐震化率が 95.8％と高く、住宅以外の公共施設の耐震化率は 71.9％

と推定される。 

 

表 1-5 町有施設の耐震化の現状（想定）      （単位：棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）公共建築物には、便所、バス待合、物置、倉庫、車庫などは含まない。 

耐震性有

割合

耐震性有

棟数

学校 5 1 6 14.4% 1 4 2

社会福祉施設 0 1 1 25.0% 0 0 1

体育施設 2 1 3 18.1% 0 2 1

事務所 3 6 9 18.1% 1 2 7

集会所 7 16 23 18.1% 1 6 17

その他 3 12 15 18.1% 1 2 13

小計 20 37 57 - 4 16 41

構成比 35.1% 64.9% 100.0% - - 28.1% 71.9%

町営住宅・特公賃 8 80 88 88.9% 7 1 87

町有住宅 6 14 20 37.5% 2 4 16

道・共同住宅 0 7 7 88.9% 0 0 7

道・専用住宅 0 3 3 37.5% 0 0 3

小計 14 104 118 - 9 5 113

構成比 11.9% 88.1% 100.0% - - 4.2% 95.8%

34 141 175 - 13 21 154

19.4% 80.6% 100.0% - - 12.0% 88.0%

住

宅

総計

構成比

S56以前に建設された

建築物 耐震性が

不十分

耐震性を

有する

住

宅

以

外

建築物用途 S56以前 S57以降 総計

NoNoNoNo 建築物名称建築物名称建築物名称建築物名称 所在地所在地所在地所在地 建物構造建物構造建物構造建物構造 延床面積延床面積延床面積延床面積 竣工年竣工年竣工年竣工年

耐震化耐震化耐震化耐震化

(S57～)(S57～)(S57～)(S57～)

1 雨竜小学校 第7町内 RC 3,316.57 S44-46

2 雨竜小学校　屋内体育館 第7町内 S 693.00 S46

3 雨竜中学校 第10町内 RC 3,052.75 S47.48

4 雨竜中学校　屋内体育館 第10町内 S 840.00 S48

5 雨竜中学校　格技場 第10町内 S 381.25 S55

6 公民館(旧館) 第8町内 RC 835.92 S40

7 公民館(新館) 第8町内 RC 1,567.84 S53

8 ふれあいセンター 第8町内 S 946.69 H3 ○

9 高齢者健康福祉センター 第10町内 RS 1,586.37 H6 ○

10 防災コミュニティセンター 第1町内の3 S 162.00 S56

11 川上地区コミュニティセンター 第3町内の3 W 136.08 H2 ○

12 追分地域コミュニティセンター 第11町内 W 280.26 S60 ○

13 渭の津老人憩いの家 第6町内の2 W 125.55 S41

14 牧岡地区コミュニティセンター 第5町内の2 W 149.04 S60 ○
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1111----3333    想定地震の概要及び被害想定想定地震の概要及び被害想定想定地震の概要及び被害想定想定地震の概要及び被害想定    

 

(1)(1)(1)(1)    雨竜町雨竜町雨竜町雨竜町における想定地震の概要における想定地震の概要における想定地震の概要における想定地震の概要    

雨竜町に大きな影響を及ぼすと想定される地震は、次の３つである。 

 

①十勝沖・釧路沖の地震①十勝沖・釧路沖の地震①十勝沖・釧路沖の地震①十勝沖・釧路沖の地震    

 十勝地方から釧路地方にかけての南方沖を震源とするマグニチュード 8.2 規模の地震 

 

②沼田―砂川付近の断②沼田―砂川付近の断②沼田―砂川付近の断②沼田―砂川付近の断層帯による地震層帯による地震層帯による地震層帯による地震    

 沼田町から砂川市に至る長さ 37km の断層帯で、マグニチュード 7.5 規模の地震 

 

③全国どこでも起こりうる直下の地震③全国どこでも起こりうる直下の地震③全国どこでも起こりうる直下の地震③全国どこでも起こりうる直下の地震    

 現在知られている活断層以外にも地震を発生させる断層が存在すると言われており、こ

うした地震はいつ、どこで起こるかわからないため、雨竜町直下でマグニチュード 6.9 規模

の地震を想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2(2(2(2))))    雨竜町雨竜町雨竜町雨竜町「揺れやすさマップ」「揺れやすさマップ」「揺れやすさマップ」「揺れやすさマップ」 

以上の 3 つの地震の揺れやすさマップを作成する。 

ここで作成した揺れやすさマップは、北海道立北方建築総合研究所による「市町村揺れ

やすさマップ（CD-R）」をもとに、全道を 500ｍメッシュ(約 500m 角の正方形)に分割し、メ

ッシュ毎に計算した震度を町内 12地区に置き換えて表示したものである。なお、地区ごと

の震度は、重なるメッシュのうち最大の震度を代表値と示しているので、その地区全域が

表示される震度で揺れる訳ではないことに注意を要する。 

図 1-1 雨竜町における想定地震の位置 
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0 5 10

kilometers

震度階級

震度７   (0)
震度６強   (0)
震度６弱   (0)
震度５強   (0)
震度５弱   (0)
震度４以下  (12)

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路
地震時に通行を確保すべき道路

0 5 10

kilometers

震度階級

震度７   (0)
震度６強   (11)
震度６弱   (0)
震度５強   (1)
震度５弱   (0)
震度４以下   (0)

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路
地震時に通行を確保すべき道路

0 5 10

kilometers

震度階級

震度７   (0)
震度６強   (10)
震度６弱   (2)
震度５強   (0)
震度５弱   (0)
震度４以下   (0)

地震時に通行を確保すべき道路

特に重要な地震時に通行を確保すべき道路
地震時に通行を確保すべき道路

図 1-2 揺れやすさマップ 

【十勝沖・釧路沖の地震】 

【沼田－砂川付近の断層帯による地震】 

【全国どこでも起こりうる直下の地震】 
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(3(3(3(3))))    想定地震による被害の算出想定地震による被害の算出想定地震による被害の算出想定地震による被害の算出    

①建築物被害の算出①建築物被害の算出①建築物被害の算出①建築物被害の算出    

1995 年阪神・淡路大震災や 2000 年鳥取県西部地震の被害結果に基づき作成された、木造・

非木造共に建築年代別に被害を評価することができる、内閣府の経験的な手法を用いて建

築物被害の計算を行った。 

その結果、「十勝沖・釧路沖の地震」では、建築物全棟数 2,841 棟のうち全壊棟数、全半

壊棟数とも 0 棟であった。 

また、「沼田－砂川付近の断層帯による地震」では、全壊棟数が 850 棟、全半壊棟数が 1,619

棟と最も多く、被害の合計は 57.0％程度となることが想定された。 

 一方、「全国どこでも起こりうる直下の地震」では、全壊棟数が 328 棟、全半壊棟数が 1,121

棟となり、被害の合計は 39.5％程度となることが想定された。 

 

表 1-6 想定地震別建築物被害状況 

 

 

 

 

 

 

（注）上段は棟数、下段は建築物棟数に対する割合を示す。

全壊棟数 半壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 全半壊棟数 全壊棟数 半壊棟数 全半壊棟数

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

811 685 1,496 39 84 123 850 769 1,619

39.7% 33.5% 73.2% 4.9% 10.5% 15.4% 29.9% 27.1% 57.0%

314 749 1,063 14 44 58 328 793 1,121

15.4% 36.6% 52.0% 1.8% 5.5% 7.3% 11.5% 27.9% 39.5%

100.0% 100.0% 100.0%

沼田－砂川付近の

断層帯による地震

全国どこでも起こりう

る直下の地震

建築物棟数

想定地震

十勝沖・釧路沖の地

震

建築物（合計）木造建築物 非木造建築物

2,044 797 2,841
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図 1-3 地区別建築物被害（全半壊率） 

全半壊率（％）

50 - 75   (0)

30 - 50   (0)

20 - 30   (0)

10 - 20   (0)

0 - 10   (11)

建物なし   (1)

【十勝沖・釧路沖の地震】 

【沼田－砂川付近の断層帯による地震】 

【全国どこでも起こりうる直下の地震】 
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②人的被害の算出②人的被害の算出②人的被害の算出②人的被害の算出    

人的被害の算出にあたっては、阪神・淡路大震災における死者全体の約 8 割が家屋の倒

壊などによる圧死が占めていたことから、建築物被害を主な要因とする死傷者数の算定手

法を用いる。想定地震の発生時刻としては、死傷者数が最大となると考えられる屋内人口

の多い夜間を想定する。 

計算の結果、「十勝沖・釧路沖の地震」では、総人口 3,015 人のうち死者・負傷者とも 0

人、「沼田－砂川付近の断層帯による地震」では死者 8 人、負傷者 47人、また、「全国どこ

でも起こりうる直下の地震」では死者 3人、負傷者 65人となることが想定された。 

  

表 1-15 想定地震別死者・負傷者状況    （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）上段は人数、下段は総人口に対する割合を示す。 

重傷者 軽傷者数

0 0 0 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

8 47 2 45

0.3% 1.6% 0.1% 1.5%

3 65 4 61

0.1% 2.2% 0.1% 2.0%

総人口

負傷者数死者想定地震

十勝沖・釧路沖の地震

沼田－砂川付近の断層帯による地震

全国どこでも起こりうる直下の地震

3,015

100.0%
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2222----1111    耐震化耐震化耐震化耐震化目標目標目標目標の設定の設定の設定の設定     

 

 

本計画では、地震による被害を軽減するため、国の定める指針に基づき、平成 27年

までに住宅及び多数の者が利用する特定建築物の耐震化率を 9 割にすることを目標と

する。 

したがって、雨竜町の所有する建築物のうち、耐震改修促進法第 6 条第 1 項に掲げ

られている「特定公共建築物」で、昭和 56年の新耐震基準施行以前に竣工した施設に

ついては、速やかに耐震診断を行うとともに、結果の公表に取り組むこととする。ま

た、耐震診断の結果、耐震化の必要な建築物については、個々の状況に応じて建て替

え、耐震補強、用途廃止といった方針を定め、計画的な耐震化に努める。 

雨竜町の所有する特定建築物以外の建築物については、防災上の位置づけや市街地

内の立地条件などを勘案の上、速やかに耐震診断を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1)    民間住宅民間住宅民間住宅民間住宅の耐震化目標の設定の耐震化目標の設定の耐震化目標の設定の耐震化目標の設定    

雨竜町における民間住宅数は 866 棟で、このうち耐震性を有するものは 477 棟（55.1％）

である。 

国勢調査によれば、雨竜町の世帯数は近年横ばい傾向にあることから、平成 27年時点の

住宅総数は現状と変わらないものと想定する。 

 

表 2-1 雨竜町における世帯数の推移 

平成 7年国調 

（10 月 1 日現在） 

平成 12 年国調 

（10 月 1 日現在） 

平成 17 年国調 

（10 月 1 日現在） 

（平成 21 年住基） 

（11 月 30 日現在） 

1,147 世帯 1,157 世帯 1,121 世帯 （1,290 世帯） 

 

【参考：国の定める目標の指針】 

東海、東南海・南海地震に関する地震防災戦略（中央防災会議決定）において、10 年後に

死者数及び経済被害額を被害想定から半減させることが目標とされたことを踏まえ、住宅の

耐震化率及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、現状の約 75％を、平成 27 年

までに少なくとも 9割にすることを目標とする。 

２２２２....    耐震化の目標耐震化の目標耐震化の目標耐震化の目標    
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住宅・土地統計調査による全道の 5 年間の住宅の残存率（滅失率）を参考に、耐震性の

ない昭和 56 年以前の住宅の 5 年残存率を 81％と仮定すると、雨竜町の平成 27 年時点の耐

震性のない住宅は合計で 300 棟、住宅全体に占める割合は 35％と推定される。 

この結果、耐震改修に係る国の目標値（耐震化率 90％）を達成するためには、今後 6 年

間で 213 棟の住宅の耐震化を図ることが必要となり、これを年間に換算すると約 36棟程度

のペースとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 雨竜町の住宅の耐震化の目標数 

 

 

【参考】北海道の住宅の残存率（滅失率）の想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査 

 

 

 

建築時期 建築時期 残存率

昭和35年以前 86200 昭和35年以前 99500 86.6%

昭和36年～45年 179400 昭和36年～45年 233000 77.0% 81%

昭和46年～55年 517300 昭和46年～55年 632200 81.8%

昭和56年～平成2年 638000 昭和56年～平成2年 656900 97.1%

平成3年～平成7年 318700 平成3年～平成7年 329400 96.8%

平成8年～平成12年 311200 平成8年～平成10年9月 147900

平成13年～平成15年9月 121500

合計 2172300 2098900

平成15年調査 平成10年調査

 

 

耐震性あり 

566 棟 

（65％） 

 

耐震性なし 213 棟 

（25％） 

 

 

耐震性あり 

477 棟 

（55.1％） 

 

耐震性なし 

389 棟 

（44.9％） 

耐震性なし 87 棟 

（10％） 

平成 21 年時点 平成 27 年時点

6 年間で 213 棟、

年間約 36 棟程度

の 耐 震 改 修 を 政

策的に進めること

が必要 

全道 平 均並 に 住

宅の滅失が進むと

想定した場合の自

然減（89 棟） 
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(2)(2)(2)(2)公共建築物の耐震化目標の設定公共建築物の耐震化目標の設定公共建築物の耐震化目標の設定公共建築物の耐震化目標の設定    

 

①①①①特定特定特定特定公共公共公共公共建築物の目標建築物の目標建築物の目標建築物の目標    

特定公共建築物については、4 施設中 3 施設が昭和 56 年の新耐震基準施行以前に竣工し

たものである。 

これらの建物は、そのほとんどが災害時には避難施設や応急活動の拠点として利用され

ることになっており、耐震性を確保することが求められている。 

このため、耐震診断を早急に実施し、耐震性の確保されていない建物については、計画

的に耐震化に取り組み、目標達成に努めることとする。 

 

②②②②避難所避難所避難所避難所の目標の目標の目標の目標    

避難所については、14棟中 9 棟が新耐震基準施行以前に竣工したものである。これらに

ついては、関連部局や防災計画等との整合を図りながら耐震診断を進めるとともに、診断

結果に応じた対応策を検討・実行することにより、目標達成に努めることとする。 

 

③③③③その他のその他のその他のその他の公共公共公共公共建築物の目標建築物の目標建築物の目標建築物の目標    

特定建築物及び避難所に該当しないその他の公共建築物については、計画的な耐震診断

の実施を図り、診断結果に応じた対応策を検討・実行することにより、目標達成に努める

こととする。 

 

 

2222----2222    公共建築物に係る耐震化公共建築物に係る耐震化公共建築物に係る耐震化公共建築物に係る耐震化プログラムプログラムプログラムプログラム    

 

雨竜町においては、地域防災計画等との整合を図りながら、まず第一に不特定多数の者

が利用する特定公共建築物のうち、昭和 56 年の新耐震基準施行以前に竣工したものを優先

的に耐震化に着手すべき建築物と定め、耐震化を図るよう努める。 

次に震災時に避難拠点となる避難所について、昭和 56 年以前に竣工したものを中心に耐

震化を図るとともに、その他の公共建築物についても順次耐震化に努めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：特定建築物の所有者の努力】 

耐震改修促進法第 6 条において、特定建築物の所有者は、当該特定建築物について耐震診

断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改修を行うように努めなければならな

い、とされている。 
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3333----1111    基本的な取り組み方針基本的な取り組み方針基本的な取り組み方針基本的な取り組み方針    

 

(1) (1) (1) (1) 民間建築物の耐震化に向けた取り組み方針民間建築物の耐震化に向けた取り組み方針民間建築物の耐震化に向けた取り組み方針民間建築物の耐震化に向けた取り組み方針    

民間建築物の耐震化にあたり、住宅や建築物の地域防災対策の観点から、自らの問題、

地域の問題として意識して取り組むことが大切である。したがって、耐震診断及び耐震改

修は、原則として建物所有者自らの責任で行うものとする。 

一方、民間建築物の耐震化の促進は災害に強いまちづくりを行う上で不可欠である。こ

のため、雨竜町においては、建築物所有者に対して耐震化に関する相談体制の整備や情報

発信等による意識の向上、啓発を推進するとともに、耐震診断及び耐震改修の実施を促進

するために必要となる支援の検討を行うものとする。 

また、雨竜町内の建設関連事業者に対する耐震化の知識・技術力向上のために、必要な

情報提供など、耐震化を担う人材育成・技術力向上に努めるものとする。 

 

(2) (2) (2) (2) 公共建築物の耐震化に向けた取り組み方針公共建築物の耐震化に向けた取り組み方針公共建築物の耐震化に向けた取り組み方針公共建築物の耐震化に向けた取り組み方針    

雨竜町では、住民の安全・安心を確保することを目的として、公共建築物の耐震化に向

けて積極的に取り組むこととする。 

特定公共建築物及び災害時の避難所に位置づけられている公共建築物については、平成

27 年までに耐震化率 90%を目標として取り組むこととする。 

特定公共建築物及び避難所に指定されていないその他の公共建築物についても、平成 27

年までに耐震化率 90%を目標として取り組むこととする。 

 

 

3333----2222    耐震診断・耐震改修を促進するための支援耐震診断・耐震改修を促進するための支援耐震診断・耐震改修を促進するための支援耐震診断・耐震改修を促進するための支援施策施策施策施策 

    

(1)(1)(1)(1)    北海道が実施する無料耐震診断の利用促進北海道が実施する無料耐震診断の利用促進北海道が実施する無料耐震診断の利用促進北海道が実施する無料耐震診断の利用促進    

耐震診断は、所有者が耐震改修を必要とするか否かを判断するための調査であり、耐震

診断を実施することで防災意識の向上、地震に対する不安解消につながるものである。 

このことから、北海道（空知支庁）が実施する戸建木造住宅の無料耐震診断について広

く周知を図り、耐震化に向けた第一歩である耐震診断の実施を促進する。 

 

(2) (2) (2) (2) 住宅耐震診断及び耐震改修費用の支援住宅耐震診断及び耐震改修費用の支援住宅耐震診断及び耐震改修費用の支援住宅耐震診断及び耐震改修費用の支援    

国及び北海道の耐震改修助成制度との連動を考慮しつつ、現在ある「雨竜町持ち家定住

３３３３....    耐震化に向けた取り組み方針耐震化に向けた取り組み方針耐震化に向けた取り組み方針耐震化に向けた取り組み方針    
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奨励事業」を活用しながら、耐震診断及び耐震改修の促進を図る。 

 

(3)(3)(3)(3)    耐震改修促進税制の活用耐震改修促進税制の活用耐震改修促進税制の活用耐震改修促進税制の活用促進促進促進促進    

平成 18 年度税制改正において耐震改修促進税制が創設され、既存住宅を耐震改修した場

合、その証明書を添付して確定申告を行うことにより、所得税額の特別控除や固定資産税

額の減額措置を受けられるようになった。こうした制度は、住宅の耐震化に向けて有効と

考えられるため、広く周知を図り、その活用を促進する。 

 

    

3333----3333    地震時の総合的な安全対策及び耐震化の方針地震時の総合的な安全対策及び耐震化の方針地震時の総合的な安全対策及び耐震化の方針地震時の総合的な安全対策及び耐震化の方針    

    

(1)(1)(1)(1)    地震時の総合的な地震時の総合的な地震時の総合的な地震時の総合的な建築物等建築物等建築物等建築物等のののの安全対策安全対策安全対策安全対策    

これまでの建築物に起因する地震被害では、住宅・建築物の倒壊のほか、敷地の崩壊や

非構造部材等の落下などによる人的被害が多く発生している。 

このため、北海道と協力し、住宅・建築物の耐震化とあわせて、ブロック塀の倒壊防止、

窓ガラス等の落下物対策、大規模空間の天井崩落対策、エレベーターの閉じ込め対策、家

具の転倒防止対策など、地震時の総合的な建築物の安全対策を推進する。 

また、地震に伴う崖崩れ等による建築物被害を避けるため、がけ地などに近接する住宅

を対象に、「がけ地近接等危険住宅移転事業」等の活用を図り、敷地の安全対策を推進する。 

 

(2)(2)(2)(2)    優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定    

 雨竜町においては、地域防災計画等との整合を図りながら、震災時に避難拠点となる避

難施設や不特定多数の人が利用する１号特定建築物のうち、昭和 56 年の新耐震基準施行以

前に竣工したものを優先的に耐震化に着手すべき建築物と定め、目標の達成に努める。 

    

(3)(3)(3)(3)    重点的に耐震化すべき区域重点的に耐震化すべき区域重点的に耐震化すべき区域重点的に耐震化すべき区域の設定の設定の設定の設定    

雨竜町においては、耐震改修促進法第 5 条第 3 項第 1 号に基づいて北海道が定めた「地

震時に通行を確保すべき道路」の沿道区域を、重点的に耐震化を促進すべき区域と定め、

目標の達成に努める。 
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4444----1111    安全性向上に向けた普及、啓発活動の方針安全性向上に向けた普及、啓発活動の方針安全性向上に向けた普及、啓発活動の方針安全性向上に向けた普及、啓発活動の方針    

 

(1) (1) (1) (1) 耐震診断・耐震改修に係る相談窓口の設置耐震診断・耐震改修に係る相談窓口の設置耐震診断・耐震改修に係る相談窓口の設置耐震診断・耐震改修に係る相談窓口の設置    

住宅や建築物の耐震化を図る第一歩として、町民や民間事業者が気軽に相談できる環境

整備を行うことにより、様々な相談に対して的確に対応することが必要である。 

このような観点から、町民や民間事業者からの相談などに対していつでも適切に対応で

きるよう、耐震診断・耐震改修に係る相談窓口を設置する。 

この窓口では、耐震診断や耐震改修に関する一般的な相談だけではなく、北海道や雨竜

町が実施する耐震化に係る施策や助成制度、耐震改修工法の事例紹介、北海道や関係機関

が作成している地震防災パンフレット等普及啓発ツールの配布のほか、住宅の一般相談や

リフォームに関する相談にも対応できるよう体制の整備を図る。 

  

((((2222) ) ) ) 地震防災に対する意識の啓発・情報発信地震防災に対する意識の啓発・情報発信地震防災に対する意識の啓発・情報発信地震防災に対する意識の啓発・情報発信    

雨竜町において発生のおそれがある地震やそれによる被害の想定等を町民に伝えること

により、地震に対する注意喚起と防災意識、耐震化の促進に向けた啓発を図るため、揺れ

やすさマップを作成し公表する。併せて、耐震診断・改修に係る施策や助成制度などの情

報を掲載した地震防災に関するパンフレットを作成し、全戸に配布するとともに、これら

の情報を町の広報誌やホームページに掲載し、広く町民への周知を図る。 

 

(3(3(3(3))))    耐震診断・改修技術に係る講習会等の情報提供耐震診断・改修技術に係る講習会等の情報提供耐震診断・改修技術に係る講習会等の情報提供耐震診断・改修技術に係る講習会等の情報提供    

耐震改修工事は、十分な技術的知見を有する建築士等による耐震診断結果に基づいて実

施することが必要である。 

北海道では、所有者等の相談ニーズに応えるため、建築関係団体と連携し、建物構造別

耐震診断法や性能向上リフォーム技術の向上、制度面での知識向上を図る講習会を計画期

間の早期に集中的に開催することとしている。 

雨竜町においても、町内の建設関連事業者に対して、これらの講習会について積極的に

受講するよう働きかけるとともに、これらの講習会を受講した建築技術者・事業者につい

て、ホームページや相談窓口で名簿の閲覧ができるよう体制を整備する。 

 

((((4444) ) ) ) 信頼できる技術者の情報提供信頼できる技術者の情報提供信頼できる技術者の情報提供信頼できる技術者の情報提供    

住宅や建築物の耐震化を促進するためには、町民が安心して耐震診断や耐震改修に取り

組める環境をつくることが求められる。また、昨今、住宅リフォーム工事契約に伴う消費

者被害が社会問題となっており、信頼できる技術者の情報提供を行っていくことが重要で

４４４４....    耐震化に向けた総合的な施策の展開方針耐震化に向けた総合的な施策の展開方針耐震化に向けた総合的な施策の展開方針耐震化に向けた総合的な施策の展開方針    
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ある。 

このような観点から、北海道とも協力し、町民に対して、耐震診断・耐震改修に関して

信頼できる技術者や専門家の情報提供を行う。 

 

(5(5(5(5) ) ) ) 町内会等との連携町内会等との連携町内会等との連携町内会等との連携    

地震防災対策の基本は、「自らの家は自ら守る」「自らの地域は皆で守る」ということで

あるが、雨竜町においては耐震化への取り組み意識がまだそれほど高くないことから、相

談窓口の設置だけではなく、積極的に町民や事業者への情報提供が必要である。 

このため、地域の住民組織である町内会等と密接な連携を図りながら、情報提供に努め

ることとする。 

 

 

 

4444----2222    地震ハザードマップ地震ハザードマップ地震ハザードマップ地震ハザードマップ    

 

地震ハザードマップは、町民に地震発生時の揺れやすさや地域ごとの危険度についての

情報を提供し、事前の備えに役立ててもらうことを目的に作成する。 

地震ハザードマップは、地震時の震度分布を表示した揺れやすさマップと建物の被害予

測を表示した地震危険度マップで構成する。 

具体的イメージは、次ページ以降に示すとおりである。 
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